
舞鶴市国民健康保険条例の一部改正の概要 

1 保険料の賦課総額に係る基準の変更(第 9条の 3、第 13条の 6の 2及び第 13条の 7関係) 

  『保険料の賦課総額＝歳出－歳入』と規定しており、広域化に伴い歳出歳入の構成を変更 

○ 現行では、点線部分(歳出の保険給付費と歳入の定率負担金などの基本的な公費)は各市町村で見込み・管理して

いたのが府に移行し、これらに係る歳入の不足分Ａを、各市町村の所得や医療費水準を反映して国民健康保険事業

納付金Ｂが課せられる。 

  ※ 保険給付の支給決定は引き続き市で行うため、歳出の『保険給付費』は存続し、同額を歳入の『保険給付費

交付金の普通分』として府から受入れ 

○ 現行制度での広域化事業である共同事業は廃止となる。 

              ↓ 

・ 歳出 国民健康保険事業納付金等を追加、共同事業交付金等を削除 

・ 歳入 保険給付費交付金を追加、定率負担金、調整交付金、共同事業拠出金等を削除 

 

 以上は基礎賦課額(医療分)であり、後期高齢者支援金等賦課額(支援分)、介護納付金賦課額(介護分)も基準を変更 
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改正後 
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2 賦課限度額の引上げ(第13条の6関係) 
   基礎賦課額(医療分)       54万円 ⇒ 58万円 
  

3 保険料の軽減に係る所得判定基準の変更(第18条の2関係) 

   5割軽減 33万円＋27万円×被保険者数 ⇒  33万円＋27.5万円×被保険者数 

   2割軽減 33万円＋49万円×被保険者数 ⇒ 33万円＋  50万円×被保険者数  

◎施行期日等  

  平成30年4月1日から施行し、平成30年度分の保険料から適用 

     

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 

応益割 
(人数割・世帯割) 

応能割 
(所得割) 

3 保険料の軽減に係る所得判定基
準の変更  
 (低所得者の保険料軽減の拡大) 

中間所得層の負担を軽減 

 
2 賦課限度額の引上げ 

 

保険料 

所得 

改正後 

現 行 

2人世帯でうち1人のみ収
入有の場合で、収入
ベースで約920万円で該
当（現行は約870万円） 


